
【後期高齢者医療制度】10 月１日から医療費の窓口負担割合が変わります
　本紙 3 月号でお知らせした通り、10 月 1 日から、後期高齢者医療

制度の被保険者で一定以上の所得がある人は、現役並み所得者（課税

所得※１が 145 万円以上の被保険者および、その人と同一世帯の被保

険者）を除き、医療費の窓口負担割合が 2 割になります。

あなたの窓口負担割合は…

　制度改正施行後 3 年間（令和 7 年

9 月 30 日まで）は、2 割負担とな

る人について、1 カ月の外来医療

の窓口負担割合の引き上げに伴う

負担増加額を 3,000 円までに抑え

ます（入院の医療費は対象外）。

　この配慮措置の適用により払い

戻しとなる人には、高額療養費と

して、登録されている高額療養費

の口座へ後日払い戻します。

　なお、高額療養費の口座を登録

していない人には、9 月下旬に県

広域連合から申請書が郵送されま

すので、申請書の記載内容に沿っ

て口座の登録をしてください。

　　 問 健康保険課 保険年金係

　　　  ☎ 286 - 3113

　　　  厚生労働省コールセンター

　　　  ☎ 0120 - 002 - 719

2 割負担となる人への配慮措置現役並み所得者ですか？

世帯内に課税所得※１が 28 万円以上の
後期高齢被保険者はいますか？

世帯内の後期高齢
 被保険者の人数は？

３割 ２割１割 １割１割 ２割

「年金収入※２＋
他所得※３」額は？

「年金収入※２＋
他所得※３」額は？

はい いいえ

いません います

１人だけ ２人以上

200 万円
未満

200 万円
以上

320 万円
未満

320 万円
以上

※１  住民税納税通知書の「課税標準」の額（前年の収入から給与所得控除や公
的年金等控除、所得控除などを差し引いた後の金額）。

※２  年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
※３  事業収入や給与所得などから必要経費や給与所得控除などを差し引い

た後の金額。

10 月 1 日からの後期高齢者医

療被保険者証（１割、２割、３割）

は、９月中に簡易書留郵便で送

付します。

　「からだの引き締め元気教室」は、熊本
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メソッド』を基に、“ いきいき

とした自分らしい生活 ”を続けられるよ

う、運動の効果や方法を学びながら楽し

く運動することができる教室です。

※ 教室の実施・運営は、都竹教授監修の

下、（公財）熊本 YMCA が行います。
問 健康保険課 保健事業係  ☎ 286 - 3113

「からだの引き締め元気教室」第３期・第４期生募集

日時　　　【第３期】10 月 7 日～ 12 月 16 日

　　　　　【第４期】令和 5 年 1 月 6 日～ 3 月 10 日

　　　　　毎週金曜日の午後 1 時 30 分～ 1 時間程度（全 10 回）

場所　　　町総合体育館 2 階 多目的室

参加費　　5,000 円　　　 対象　  町内在住で 65 歳以上の人

定員　　　各期、先着 15 人（定員に達し次第、受け付け終了）

申し込み　健康保険課 保健事業係（電話での申し込みも可）

からだの引き締め元気教室

介護予防・
健康づくり

広 報 ま しき  2022.9 12


